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兰
田
學
會
雜
認..
第
五
“十

卷
.；
第
三
：號
.

る
に
從
つ
て
、.そ
こ
.に
'試
み
ら
れ
：た
把
握
と
方
策
と
■は
か
な
り
の
差
異
を
も
つ 

て
現
れ
て
來
る.。
農
書
が̂

^

で
書
か
：れ
、
地
方
地
方
で
、
そ
こ
に
適
合
す
る

.
 

技
術
の
：考
察
が
進
め
ら
れ
た
、
.

と
同
時
に
、
當
時
に
お
い
て
も
つ
ど
も
重
要
な 

る
問
題
と
し
て
、
貨
辦
制
度
、
®

、
.
米
價
の
變
動
等
に
ょ
り
蒙
る
影
響
に
關 

し
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
行
つ
た
こ
と
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
か
つ
た
。
も 

;ち
6

ん
、
す
で
：に
ふ
れ
た
：ご
と
く
、
裏
實
の
敍
述
が
主
，で
あ
：つ

.て
、
.さ
ら
に
進 

ん
で
'事
物
の
本
質
を
洞
察
す
る
努
力
は
比
較
的
少
く
、
そ
れ
ら
の
ホ
質
を
双

■
 

的
に
分
靈
握
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
に
茔
る
め
は
^-
る
か
後
の
こ
と
に
ぞ
く 

し
た
P 
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助
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生
産
性
指
數と
.分

配

の

問
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1

聚

お

る

pi

奉

公

人

賃

銀

の

V 研  
氣 究
.へ :..' ハ

水

融

一

序

論

ニ
ー 

史
料
に
つ
い
て
.

三
.

:賃
銀
の
.
.變
化
.

四
賃
銀
支
梆
の
形
態 

五
む
す

‘
び
-
'
.

1

-序
論

.

.

.
S

，
賃
銀
史
の
硏
究
は
、.そ

れ

が

讓

で
.あ
る
が
故
に
、
戰
後
大
い
に
發 

展
を
み
せ
た
經
濟
史
.の
研
究
に
お
い
て
見
落
さ
れ
て
い
た
分
野
の

‘一

つ
で
あ
る 

と
言
え
る
。y
c
れ
が
如
何
に®I
f
.

で
.あ
る
か
は
、.
た
だ
研
究
に
必
要
な
金
銭
上

. 

.の

.問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
'

そ
れ
以
上
に
、
非
常
に
長
い
時
間 

と
、
莫
大
な
、

.

そ
し
て
又
質
的
に
も
優
れ
た
史
料
'を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る 

樣
.に
思
わ
れ
る
。■そ
れ
も
實
際
上®

や
賃
銀
の
測
定
を
、必
要
と
し
、
且
つ
近 

な
統
計
が
一
應3

^

つ
た
社
鲁
で
は.な
く
、
そ
1
1
|ロ
.つ
た
も
の
の
存
在
の 

饌
少
な
1

以
前
の
如
き
封
建
社
會
に
お
い

V

は
尙
更
i

で
あ
る
事
は
論
を 

ま
た
な
い
。
從
つ
て
、
戰
後
に
お
い
て
、
こ
の
間
題
.に
關
す
る
ま
と
ま
つ
た
論.

近
.世

關

東

に

ぉ

け

る

農

村

奉

公

人

賃

銀

め

硏

究.

著
が
、『

近
世
議
に
お

け

る

主

耍
詹

の

動
態

』
(

三
井
文
庫
編)

一
册
の
み 

で
あ
る
の
も
當
然
で
あ
るど
も

言
え
る
。
と
ご
ろ
で
こ
の
著
書は
、
.三
井
家
の 

大
阪
兩
替
店
で
作
成
さ
れ
た

「

諸
相
場
之
控」

を
基
礎
罾
罾
と
し
て
表
示
さ
れ 

た
い
く
.つ
か
の
表
か
ら
成
づ
て
い
る
。
從
つ
て
、
こ
こ
に
示
，さ

れ

た

篇

は

、 

三
井
家
と
い
う
大
商
人
の
手
を
經
で
、
大
阪

(

こ
の
他
江
戶
•京
都
も
若
干
含
ま 

れ
て
は
い
る
が)

で
.取
引
さ
れ
て
い
る
商
品
相
場
の
報
告
を
集
成
し
た
も
の
で 

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
資
料
の
性
格
を
明
白
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
卽 

ち
、
，そ
れ
は
都
市
に
お
け
る
取
引
相
場
で
あ
つ
て
、
し
か
も
直
接
靈
者
に
對 

す
る
小
賣
債
格
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
が
農
村
史
研
究
の
立
場
か
ら
こ
の 

資
料
を
取
扱
う
場
合
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
が
、必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

は
、
大
阪
と
い
う
中
心
市
場
に
お
け
る
取
引
の
價
格
が
、

1

地
の
そ
れ
、
或 

い
比
生
產
地
の
そ
れ
と
の
間
に
如
何
な
る
關
係
を
持
つ
て
い
る
か
と
言
う
事
が 

明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
又
、
中
央
の
市
場
に
お
け
る
®

の
變
動
が 

地
方
に
お
け
る
！{動
と
如
f

る

關

管

立

つ
か
に
づ
ぃy

も
明
ら
が
に
し
て 

お
'く
必
要
が
あ
ろ
う。
，: 

-
-

.

こ
.の
事
は
、'.
'
,雾

>

賃
銀
史
の
研
究
が
、
た
だ
單
に
そ
の
金
額
や
變
化
の
み

一

五

(

—*

六
三)

.

.



.
三
由
學
會
雜
誌
，
第
.五
十
卷
 

'、
第

：
三

號

：
■

獨
立
し
て
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
：謹

機

構

、

.
更

.
に

は

社

慕

造

全

體

と

の

關
 

_

に
お
.い
て
と
：ら
え
ち
れ
ね
ば
攻
ら
ぬ
事
を
物
語
名
め
で
本
る
。
そ
と
で
、
我

.
 

々
の
硏
究
杜
こ
の
樣
な
觀
點
に
考
慮
を
拂
い
' 
つ
つ
、
' 
近

世

の

^

^

と

賃

銀

に

つ 

い
て
、
主
と
し
て
農
村
史
料
か
ら
考
察
を
試
み
ん
と
す
名

^

の
で
あ
る
。
:
こ
の 

場

合

我
.̂

が
從
來
研
究
し
て
來
た
近
世
關
東
の
農
村
を
選
ん
だ
.の
は
如
上
の
理.
 

由
に
，よ
る
の
で
あ
る̂0

こ
の
硏
究
を
農
村
史㈣

か
ち
行
う
場
合
に
ば
種
々
の
^

ぬ
が
存
す
る
。
先
に 

.例
荥
し
た
1
;
動
態』

.

.
は
、.
三
井
家
に
備
え
ら
れ
た
帳
簿
を
資
料
と
丄
て
居
り
、

同

，
一

の

方

法

に

よ

つ

て

收

_

さ
れ
た
も
の.
で
あ
る
か
ら
、
.擧
げ
ら
れ
た
數
宇
は 

.

一
貫
し
た®

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
貴
重
か
資
料
と
な
.る
の 

で
あ
る
。
し
か
し
、
農
村
史
料
に
、
こ
れ
と
同
樣
の
ヶ
ー
ス
を
期
待
し
う
る
で 

あ
ろ
う
か
？

勿
論
、
史
料
の
發
掘
が
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
現
在
、
こ 

れ
に
決
定
的
な
囘
答
を
與
え
る
こ
と
は
愼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
非 

.常
に
稀
薄
.で
あ
る
こ
と
は
豫
想
し
う
る
。
何
故
な
ら
、

®

,
賃
銀
の
記
載
を. 

す
る
資
料
が
、
公
的
な
も
の
で
は
な
く
、
全
く
の
私
文
書
で
あ
り
、
農
民

.は

勿
.
 

論
の
こ
と
地
方
め
商
人
に
お
い
て
さ
え
、
長
期
間
、
同
一
の
性
質
の
數
字
を
記 

載
す
る
事
が
稀
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
た
と
え
そ
の
樣
な
資
料
が
作
製
さ
•れ
た 

と
し
て
も
、

'

完
全
に
殘
さ
れ
て
い
る
事
は
、
他
の
公
的
な
史
料
に
比
べ
て
更
に 

稀
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
我
々
は■何
を
材
料
と
し
て
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
確
か
に
金
錢 

出
入
帳
や
、®

の
記
載
を
な
す
萬
覺
帳
、
賃
銀
を
記
す
奉
公
人
請
狀
や
給
金 

仕
拂
帳
、
仕
切
狀
や
受
取
な
ど
、
個
々
の
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
し 

た
、

j

賞
性
の
な
い
斷
片
は
殆
ん
ど
ど
の
村
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。.：
し 

か
し
、
'
關
東
の

一農村
と
、
畿
內
の
一
農
村
の
そ
う

I

目
っ
た
斷it
を
つ
ぎ
合
わ

,
 

】

六

2

六
四)

せ
る
事
は
何
等
：の
意
味
を
有
し
な
い
0 :

同

じ

關

東

內

部

で

も

、
.
地

域

性

を

度

外
 

覦
し
て
は
、村
を
增
や
し
た
處
で
こ
の
間
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
我
々
に 

殘
さ
れ
た
途
は
、今'の
處
、.
，そ
.の
樣
な̂

i
c

を
な
る
ベ
く
多
く
收
集
し
、史
料
批 

讲
と
、地
域
性
を
考
慮
に
入
れ
て
考
察
を
下
す
よ

.

り
他
に
.な
い
樣
に
思
わ
れ
る
。 

/

か
く
の
如
く
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
近
世
關
東
農
村
に
お
.け
る
奉
公
人
賃 

銀
の
測
定
も
、.
い
く
つ
か
の
斷
片
を
素
材
と
し
た
本
の
で
あ
る
0 .

■

■

ニ
.
史料について

 

•

■

本
論
文
で
取
扱
う
史
料
は
、
，い
ず
れ
も
關
東
平
野
に
位
置
す
る
典
型
的
な
關 

.
東
農
村
の
も
の
で
あ
る:0
關
東
農
村
に
っ
い
て
は
、
旣
に
先
學
や
、
我
々
も
い 

く
つ
か
の
著
書•

論
文
に
よ
つ
て
考
察
を
下
し
て
居
り
、
そ
の
_

に
つ
い
て 

は
今
更
こ
こ.に

論

ず

る

^

耍

も

な
い
樣
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
江
戸
と
い
う
大
き 

な
消
費
都
市
の
存
在
は
見
落
す
こ
と
.は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
奉
公
人
賃
銀
に 

つ
い
て
.み
る
と
、
次
の
樣
な
興
味
深
いi

t

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

.

「
i

近
來
ハ
百
姓
奉
公
人
殊
之
外
拂
底
二
 

#

、
給
金
至
而
高
直
ュ
相
成、

S

 

之
稼
ニ
而
ハ
引
足
不
申
候
、
：
依
之
近
頃
.ハ
大
高
所
持
仕
候
百
姓
、
奉
公
人 

給
金
高
直
シ
故
年
、
肥
之
代
引
負
ニ
罷
成
、
農
業
渡

-at
-

斗

二

而

ハ%

_
■

、

■

難義仕候

1-
'

右
の
記
述
は
武
藏
國
荏
原
郡
八
幡
塚
村
の
享
和
一
一
年
と
推
定
さ
れ
る
村
明
細 

帳
の
記
載
で
あ
る
。

こ
め
村
は
江
戸
に
近
く
、

就
業
の
機
會
も
多
か
っ
た
の 

で
、
農
！

w

公
人
が
狒
底
し
、
給
金
が
高
値
に
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
從 

っ
て
江
戸
近
郊
の
村
で
は
、
年
代
に
よ
っ
て
は
他
の

一.

殷
農
村
に
比
し
て
賃
銀 

が
高
額
で
あ
る
場
合
が
見
ら
れ
よ
う
。

こ
の
樣
に
江
戸
の
影
響
は
決
し
て
無
視
'し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
接

影
響
す
る
範
圍
は
そ
れ
程
大
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
0
以
下
考
察
す 

る
諸
村
も
"

斷
り
な
い
限
り.
は
近
郊
農
村
で
は
な
い
か
ら
、
少
く
も
江
戸
と
の
'
 

關
係
に
關
す
る
限
り
同
一
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。

,

史
料
は
、
こ
れ
ら
の
農
村
に
幾
る
奉
.设
人
請
狀
、
及
び
給
金
帳
を
用
い
た
。

' 

卽
ち
次
の
如
く
で
あ
る
ど5

•
'
,
: 

'

.

㈠

武
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郡
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人
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七
十
一
通

(

慶
安
丨
寬
政)

。.

㈡

武
藏
國
椅
そ
郡
大
搬

I
、

奉
公
人
請
狀

111

十
四
通C

文
化
一̂

政r

給 

金
帳
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.

-

■
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s
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.武
藏
國
埼
玉
郡
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i
i
、，

.奉
公
人
請
狀
四
十
六
通
.(

天
明
丨
安
政

)

。
給
.

金
蜋
。.

.

.

.

,

v..ぐ 

.

H

武
藏
國
大
里
郡
大
麻
生
村
、
：：奉
公
人
請
狀
十
九
通
.(

享
和—

天
保)

• 

°

給

金
臈
。

.
: 

. 

. 

■

! 

(

i'
J

㈤

武
藏
國
大
里
郡
太
田
村
、ン
奉
公
人
請
狀
四
十
五
通

(

寶
曆
丨
寬
政)

。

.

㈥

武
藏
國
兒
玉
郡
傍
示f

村
、
奉
公
人
請
狀
四
十
八
通

(

天
明—

明
治)

。

㈦

武
藏
國
足
立
挪
染p

£
、
.

奉
公
人
請
狀
十
八
通(

寶
曆
丨
明
治)

。

.

㈧

下
總
國
相
馬
挪1

宿
、
奉
公
人
請
狀
四
十
通

(

文
化
I

慶
應)

。
.

:
 

.
計
八
力
村
、
奉
公
人
請
狀
三
百
ニ
十
一
通
。
一

.

.'
,

,

こ
れ
ら
の
村
々
の
內
、㈥

、
㈣

の
傍
示
堂
、
染
谷
村
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
.

c
te

一
 

0
W

.

れ
の
村
の
史
料
を
用
い.て
旣
に
分
析
が
な
さ
れ.て

居

る

事

を

記

，し
.
て

お

く

必

要
 

が
あ
ろ
ぅ
。' 

.

: .

さ
て
、
旣
に
亲
し
た
如
乂
、
.
本
稿
の
考
察
は
、
主
と
し
て
近
世i

の
奉
公 

,

人

請

柊

給

金

帳

に

據VQ
て
い
る
。
奉
公
人
請
狱
に
づ
い
£

一
口
え
ば
、

こ
れ
は 

寧
公
人
に
M

l

わ
る
べ
：き
賃
銀
の
額
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
為
り
、
給
金
帳
は 

殆
ん
ど
.の
場
合
、
旣
に'支
狒
わ
ル
た
給
金
の
記
載
を
な
す
：の
ヤ
あ
る
か
ら
、
數

近
世
關
東
啦
时
る
農
村
奉
公
人
賃
銀
の
研
究

字
の
織
は
兩
者
に
よ
つ
て
異
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
前
港
の
契
約
が
後 

者
に
よ
つ
そ
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
事
に
な
る
が
、
こ
こ
に
用
い
た
員
ぽ
通
の

請 

狀
の
す
べ
て
に
つ
い
て
は
勿
論
對
照
す
る
こ
と
は
不
可
離

.で
、
値
か
數
通
に
つ 

い
て
可
能
で
あ
つ.た
.に

す

ぎ

な

い
,°
し

か

し

殆

ん

ど

の

場

合

こ

の

契

約

額

は

支
 

給
額
と
み
て
よ
い
樣
で
あ
る
。
ル
か
し
、
實
際
の
支
給
は
種
々
の
理
由
.で
差
引 

か
九
ざ
る
を
え
な
が
つ
：た
々
た
ど
え
ば
前
借
金
：の
利
足
や
前
年
の
糖
算
等
の
理 

由
は
«

.々實
際
.の
支
|

額
を
、
額
面
上
の
支
給
す
べ
き
額
よ
り
も
低
く
し
て
い 

る
。
こ
れ
ら
は
後
に
考
察
す
る
が
、
'-

若
し
何
等
の
理
由
も
な
け
れ
ば
、
當
然
額 

面
通
り
の
支
給
が
行
わ
水
た
の.で
あ
ろ
う
。

：
：

'

本
論
^

入
る
.前
に
、
.奉
公
人
請
狀
の
史
料
的
檢
討
を
行
う
。：
代
表
的
な
史
料 

二
.三
を
擧
げ
よ
う:.
0
.
.
.
.
.
.
,
;
.
:
.
：

 

:

•

㈠

、
薄
^

B
。
'.. 

’

.

'

「

つ
：
：:'
壹
ヶ
年
篆
請
狀
之
事-'

一

此

松

右

霄

と

申

男

踏

成

者

，
一

一

付

我

響

人

一

一

立

當

午

ノ

十

一

1

月

ぶ

来

：ル

未 

ノ

士

一
 

月
迄
中
壹
ヶ
年-1

給
金
.三
兩
貳
分
戴
朱.ニ

相

定

只

今

爲

御

取

替

金

'金 

五
.兩
糙
-
.請
i

奉
公-i.

差
置
申
處
實
芷
也
、
勿
論
金
壹
爾
壹
分
贰
i

御 

:

奉
公
首
尾
能
相
勤
冲
節
立
金
ニ
仕
外
、
其
節
御
除
可
被
下
外
、
'仕
着
之
儀
者 

.

夏
單
物
壹
つ
冬
袷
壹
づ
可
被
下
外
、
此
者
御
奉
公
之
內
何
ニ

rf
i

t

i
-^
®!
員 

相
背
申
間
敷.外
、'
御
氣
入
不
申
外
歟
又
者
相
傾
外.ハ
、
何
時
成
共
御
下
ヶ
可 

:

被
下
：̂
.
其
節
不
相
替
人
代
入
爲
欠
御
事
申
間
敷
外
、
萬
一
取
逃
欠
落
仕
外 

ハ

、
取

外

条

配

ハ

.不

及

申

ニ

.
當

人

三

日

'±

內
尋
出
思
召
次
第
可
仕
外
、
若
出 

不

申

外

ハ

、
_
#;
品

々
請

人

方

ぶ

急

度

辯

其

上

人

代

成

共

御

取

替

金

成

共

思

召
次
第
对
仕
外
事
：

.

.

(

マ
こ 

一
御
公
^

!

御
^
！{之

®
?

不
及
申
二
御
家
之
左
法
爲
相
守
可
申
外
事.

.
一
七
，U

六五

〕

' 

■ 

•

:■
-

.
「

.

:

.

. 

. 

■

-
.

■■
.'
' 

.*..

.

.

，
‘
：

■ 

.

.
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.

.
?
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H

田
擧
會
雜
認 

'第
五
：十
卷

；.第
三
.號

A

a

六
六)

1
,

宗
PJ

念
_

代

乂

塞
»
宗
-
而
同
村f

:

乘
院
盅
那
ニ
粉
舞
座
㈧

、
此
者
何 

.:
方
ぶ
茂1̂

1
1
:

座
外
、
；
若
六.ヶ
敷
$

萬
卜
一
有
之.昨
ハ
、
我
等
引
麗
殿
江
：
 

.

1

1

1

ヶ
串
間
敷
冰1

寺
請
i

用
入
’之
節
者
何
時
成
共
差
出
可
：

.

.
吊
外
、
'
爲
後
日
請
狀
仍
而
如
件
：
；
；
へ

:
一. 
'

'

.',
:

',
:
''
'
;
.v
:
^
^
^

'.
■■
'

:
■

-

■

.

三
ノ
宮 

•,
.

:

.
:;:
.人
主
：
初
.
右
'
.衞

：
鬥
⑩

：■

• 

' 

V
'
:
'
;

,:潇

入

半

' 

.■'
:

.I
0

0
 

.

'
文
化
七
午
年
 

±
 
一
月':
.
'
.

,

:

.

:

〜

:

'

,:
;-

■

:

薄
ヶ
_

シ
'厂
 

，

0 

^
 

ぐ 

V 

:
 ノ

'

.
 

' .」

.

㈡

傍
示
堂
村
。

':,、
：
、：

 

.

.'給

取

請

狀

秦:
:'
'

i

此
平
助
と
申
男
糙
成
港
御
座
外
ニ
付
我
等
請
人
罷
立
莊
ノ
ー

 一

月
々
来
ル
寅
ノ 

:

一
一
月1:

一
日
迄
？

M

ヶ
年
荸
給
金
四
兩
三
分

」

一
相
定
爲
取
替
金
.壹

兩

只

今

叢

御 

奉
公
.ニ
出
申
所
實>
?御
座
外
、
殘
金
之
證
相
勤
冲
钓
三
度
ニ
：可
被
下
外
、

.
 

若
御
意
入
不
审
外
ハ
、
何
時
成
共
御
暇
可
被
下
吣
、

定
次
第
急
度
相 

濟
可
.

外
.、.
自
然
取
逃
欠
落
仕
外
ハ.
ヽ
其
職
物
ハ.
不

-

及

其

者

十

日

之

內

尋
 

:

出
シ
相
渡
御
存
分
急
度
埒
明
可_

外
、
如
何
樣
之
義
御
座
外
共
此
方
ぶ
御
暇 

バ
•申

請

間

敷

外

、
’
.：
萬

 

ー
|

義
ニ
忖
御
暇
申
請
外
ハ
、
以
墙
金
可
申
請
±
、
尤 

:

尋
_

內
ハ
人
代
立
可
申UW
事

：

一
御
公
儀
樣
御
法
度
ハ
不
申
及
御
家
之
御
左
法
爲
相
背
申
間
敷
外
、
宗
旨
ハ
：代 

代

眞

言

宗

ニ

而

寺

請

狀

汄

主

方

ニ

取

置

申

.^
此

奉

公

人

二

 

#

趴
ぶ
差
|
|
申 

.

者
無
御
座
外
、
葙
相
淀
之
內
へ
無
相
違
御
奉
公
爲
相
勤
可
申

H

、
爲
後
日
請 

狀

仍

而

如

件
.

-

.

.

v

?

:

,

v

v

.

^

■-■

人

主

安
'
衣

.

.衞
：s

z
@

.

.
:
.同
所
請
人
.
'
.芘

.右

：
衞
.
：
£

©

.

"

'

,'

文

化

摩

茈

ノ
.ニ
.月

レ
:■
.•
•

.

.

.

:

へ 

•
.傍
示
堂
村
べ：
.

傳

：
左
，
衞
'
.門

：.
殿
.
.
.
.
,

」

.(

-S
D 

. 

■ 

V

,

相

笼

申

奉

公

人

請

狀

寨
>

T

此

平

五

郞

ト

储

成

者4

御
座
外
ニ 

.付
我
等
請
<
>
1罷
立
當
寅
士
一
月
十 

五
日
ぶ
壹
ヶ
年
之
間
壹
月ニ.
十
五
日
宛
之
半
季
奉
公
一
一
罷
居
外
處
寶
I H
也
、

ノ
給
金
之
儀1
金
貳
兩
豐
分
i

 
ニ
相
淀
只
今
不
殘
御
渡
シ
被
下
糙
ニ
受
取
申 

ゅ
、

(

尤
衣
連
之
儀
者
夏
單
概
壹
つ
可
被
下
外
替
:

I

御
公
®

I

御
法
度
之
儀
考
不
及
申
ニ
.御
家
之
御
作
法
何
ニ
而
モ
相
背
申
間
敷 

t
、

.
勿
論
此
上
拙
者
身̂

)

付
少
茂
構
申
者
無
御
座
外
、
若
又
御
氣
ニ
入
不 

串
歟
亦
者
長
病
杯
ト
仕0

者
如
何
樣
之
儀
ニ
而
御
暇
被
下
外
共
不
劣
人
代
成 

.

共
右
之
給
金
成
典
御
望
次
第
急
度
相
濟
可
申
外
、

其
節
少
も
難
漉
仕
間
敷 

.
外
、.
：間
萬
之
.
：

一

取
逃
欠
落
仕
外.ハ
、
取
外
品C

不
及
申
ニ
三
日
之
§

出
ッ 

右
蝾
物
急
渡
相〕

濟
可
申
％

御
給
金
成
共
無
遲
滯
相f

申
、

且
又
御
奉 

'
公
之
內
如
何
樣
之
悪
事
仕
出
：

§

共
貴
殿
江
少
茂
御
苦
勞
掛
ヶ
申
間
鋪
：

§

事 

一
宗
旨
之
儀
者
代
々
眞
言
宗
ニ
而
寺
者
同
村
觀
世
院
旦
那
ニ
粉
無
御
座
外
、
若 

御
法
度
之
家
旨
と
申
者
御
座̂
ハ
、
我
等
何
方̂

も
罷
出
^

度

^

譯

ヶ

致

貴
 

殿
江
少
も
御
苦
勞
懸
ヶ
电
間
敷
外
、
爲
後
日
仍
而
如
件

:

埼

玉

郡

大

枝

村
• 

. 

人

主

平

五

郞

⑩

. 

請人七郞左衞

P5

⑩

文
政
元
寅
年
士
一
月.

.

同

村

パ

，

.

六

有

衞

P5

殿

:

」
.

以
上
の
如
く
奉
公
人
請
狀
の
書
式
は
、
少
く
と
も
近
世

i

に
は
ほ
麻r

定 

し
て
い
た
。
前
期
の
史
料
が
な
い
の
で
此
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
注
意
す 

べ
き
は
、
請
狀
が
必
ず
し
も
奉
公
人
本
人
と
、
雇
主
と
の
間
で
取
り
替
さ
れ
た 

と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
卽
ち
、
右
に
.示
し
た
史
料0

、
㈡

で
は
、
奉

公

人. 

と
は
別
人
の
人
主
、
請
人
と
雇
用
者
の
個
'で
文
書
が
交
換
さ
れ
て
い
る
。
し
か 

しs

の
場
合
で
は
平
五
郎
が
奉
公
人
で
あ
る
と
同
時
に
人
主
と
な
っ
て
い
る
。 

尤
も
こ
の
樣
な
ヶI
ス
は
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。
本
稿
で
取
扱
う
請
狀
の
合
計 

.三
西
一
不
一
通
の
內
、
明
ら
か
に
入
主
と
奉
公
人
が
異
る
も
の
は
ニ
百
十
四

.

. 

§

 四)

.

通
、
明
ら
か
に
同
一
の
も
の
は
僅
か
.に
十
一
通
.に
す
ぎ
な
い
。•
し
か
も
こ
の
場 

合
■と
雖
も
、
奉
公
人
は
自
身
を
人
主
と
し
て
記
載
磐
名
し
て
居
り
、
奉
公
人
と 

し
て
•
の
資
格
.に
お
い
て
で
は
な
い
こ
と
が
！
：明
す
る
。

こ
の
.事
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
主
と
は
如
何
な
る
內
容
を
持
つ

.
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
奉
公
人
請
狀

9

み
で
は
解
決
さ 

れ
そ
う
に
な
い
。
た
だ
こ-.
で
推
論
し
う
る
の
は
、
人
主
と
は
、
奉
公
人
が
何 

人
で
あ
れ
、
給
金
を
受
取
る
渚
で
は
あ
る
ま
い
か
と
言
う
事
で
あ
る
。
奉
公
人 

請
狀
の
文
面
を
檢
討
す
る
と
、
こ
れ
が
霞
力
の
販
寶
に
對
す
る
受
取
狀

と
し
パ 

て
の
姓
格
を
持
つ
て
い
る
事
は
容
易
に
氣
付
く
の
で
あ
る
。.
し
か
も
殆
ん
ど
の 

場
合
、
給
金
は
前
借
り
さ
れ
る
か
、
'
或
い
は
む
し
ろ
逆
に
、

：

借
金
の
返
却
の
た 

め
に
給
金
がi

り
さ
れ
る
か
と
言
っ
た.事
情
の
下
で
は
、
奉
公
人
請
狀
を
雇

- 

傭
の
契
約
«
とし
て
.の
.み
考
え
る
事
は
一
面
的
に
過
ぎ
ると言
う

こ
と
が
で
き

近
世
關
東
に
知
け
る
"農
村
泰
.公
人
賛
銀
.の
硏
究

る
。
多
く
の
場
合
、
人
主
は
金
銭
の
借
主
で
あ
り
、
そ
の
抵
當
と
し
て
自
己
と 

何
等
か
の
關
係
に
あ
る
奉
公
人■の
®

力
を
提
供
す
る
の
でt

。
從
っ
て
人 

主
は
奉
公
人
に
對
し
て
何
等
か
の
支
@3
_

係
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
石
。 

親
子
、
.兄
弟
と
言
っ
た
戸
主
と
家
族
の
關
係
が
通
例
の
場
合
で
あ
っ
た
と
み
ら 

れ
る
'。
若
し
そ
め
犠
な
係
嚴
の
な
い
場
合
に
は
人
主
自
ら
が
奉
公
人
と
な
ら
ね 

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
人
主
に
女
子
の
名
が
全
く
見
當
ら
な
い
事 

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
し
、
請
狀
の
人
主
.

請
人
の
署
名
、印
が
何
故 

切
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
か
に
つ
い
て
も
解
答
を
與
え
る
の
で
あ
る

o 

.

.

 

次
に
請
狀
の
日
付
で
あ
る
が
、
十'ニ

月
1

1.

一
月
の
農
閑
期
が
壓
倒
的
に
多 

.

い
。
こ
れ
は
そ
の
時
期
が
農
作
業•の
一
年
の
切
れ
目
に
當
る
か
ら
で
あ
ろ
ぅ
。 

こ
れ
も
家
に
よ
っ
て
十
二
月
、
或
い
は
ニ
月
に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は 

そ
の
杖
或
い
は
家.の
慣
習
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

.

(

註一
)

' 

野
村
蒹
太
：
.郞
縞
著J

村
明
細
帳
の
研
究』

1
i

六
0

頁
所
收
。

(

註
ニ y

 .

宗
京
獎
三
他
縝1

武
藏
國
多
摩
郡
小
川
村
小
川
家
文
書

』

所
收
の
表 

に
よ
る
。

(

註
三)

慶
應
義
塾
大
學
硏
究
室.所
蔵
。

.

(

註
四)

同
右
。

(

註
五)

文
部
省
史
料
館
所
蔵。
..
.

.

(

註
六〉

同
右
。

(

註
七)

,

慶
應
義
塾
大
學
砑
究
室
所
藏
。
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(

註
八)

同
右
。
： 
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C

註
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文
部
省
史
料
館
所
歡
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-

(
#
1
0
)

島
崎
：墜
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武
藏
國
兒
玉
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傍
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內
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第1表 6. 傍 示 堂 村

.
安
永
九
平 

，
安
永

3

年 

.
明
和
七
年 

-
明
和
ニ
年
.

,V

.
擊

年

.
安
枚
ニ
年 

•5?

永
三
年

.
弘
化

1
is

天
保 

'.
*
十

一
年

天
樊
年

. 

文
.玟 
,
十
三
芷

-文
玫
八
年

■
文
政
三
年
_

文
化

'.十
二
年

文
化
七
年

逢11

年

天
明
五
年

-
i
:
年 

•
万
拉
元
年

• 

- 

i 
>
文(6
1年

.

■

.

-

.

--
-
,

-

。

.:

-
聂七
年

一

:

.

.
 

.

.

.

.

.
 

0 

■ 

•
屋年

.

.

.

.

.

.
is
j

g

l

両 g
E
®

 

_
w 

顿

.

3i
r

l

.

'

g 

m

'

.

.

.

.

.

.

い
か
と
言
え
ば
、
' 史
料
の
署
名
部
分
が
切
取
ら
れ
■て
い
る
も
の
の
多
い
こ
と
. 

.に
よ
る
。
こ
れ
：に
つ
い
て
は
後
に
觸
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。

二

一

(
一

六
九

)
.

武
藏
國
足
立
郡
染
谷
村
同
誌
第
四
十
七
卷
第
三
號

(

關
東
農
村
の
史 

的
研
究
第
三
集)

所收。
：

(

註
一
一)

武
藏
國
埼
玉
郡
薄
谷
村
文
書(

文
襯
澉
號
2
9
~
5丨
300)

。

S
 
ニ
ーV

武
藏
國
兒
玉
郡
傍
示
堂
村
文
書(

2
T
.
5丨14〕。

£
1

三)

武
藏
國
埼
玉
郡
大
枝
村
文
書(

2
9
-
:
5

丨21)'。

■

(

註
一
四)

殘
り

の

九
十
六
通
は
不
明
分
。
何
故
こ
の
槺
に
不
明
の
も
の
が
多

•

近
世
關
東
に
お
け
る
農
村
奉
公
人
賃
銀
め
硏
究
.

< 

- 

.

.

.

.

.

.I
, 
.

'

.
.
.
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.
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p
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きW
?

寮̂
^
^

:

¥

s

寒

i

年

.
S十ill

年 

■元
株
八
年

f

M

第1表 2. 大 校 村. ' -
6両ド--- »———.. ---':~ ：-  ------ 一------    -̂---—

5闽

W..\
a
ri

3闽
第1表 1• 小 川 村
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i

*

.
 

•
i
l
年 

S
3L
年■

由

秦

■
i
年 

$
 i

年

.•華

年
. 

-

^

1
 

春

¥

-雙

年

■元
文
五
年'

V-
1
 

本
S

十
-j
L
年

承年午 
:1

 ̂

..1

¥ 

,

rt
Lf
ホ 

f

養

年

M
S.
ニ
年

☆
文
-I-
年 

4
JL
年 

■

ニ
年.

>«
|1
}
牮

書

：年

三
.田
學
會
雜
誌
第

.五
十
卷

.-

第
三
號

'

安
iX
W

i
 

ニ
年

弘
ftI

年

天
十
,

天
堡
ハ
年

.
文
十
球
年

文
政
八
年

文
S 

ニ
年

文̂•文
化
七
年

ハ

八

万
拉
元
牟

安
fX
¥

&
永
三
年

¥
 i

年

天十
，

i

¥

文
政
八
年

文
f
年

文̂文
化



第1表 8，藤 代 . 宿

¥

文
十

章化

第1表 7. 染 谷 村

弘
比W

K

 

•保 
十
一
年

i

ハ
年.

文
玟

±
 

ニ
年

両
酾

合
、
ほ
ぽ
三
兩
乃
至
五
雨
と
な
つ
て
居
り
、
幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
增
加
し
、 

暮
末
、
維
新
期
に
は
急
騰
し
て
い
る
。
女
子
の
場
合
は
、
男
子
に
比
し
て
鬧
差

.
1
-
¥

案
元
年

袁|

一
年.

*
水
三
年

s 

' f

5i
a

i

41
4

1

⑽ 

|

1®

.

三

賃

銀

の

變

化

:

.

.本
節
で
は
、
近
世
观
東
農
村
に
お
け
る
奉
八
ム
人
賃
銀
が
、
ど
の
程
度
の
も
の 

で
.あ
っ
た
か
、
そ
の
金
額
に.っ
，い
て
考
察
を
下
す
こ
'

と
と
す
る
。

.
第
.
一
表(

ニ
〇
丄
一
三
頁)

は
考
察
の
對
象
と
な
っ
た
八
力
村
の
奉
公
人
給 

金
を
表
示
し
た
。
こ
の
場
合
、
金
額
は

一

力
年
季
の
#
公
の
場
合
に
す
べ
て
換 

算
し
た
も
の
で
あ
る.0
但
し
こ
の
.他

に

仕

着(

叉
は
衣
束)

と
し
て
若
干
の
衣 

類
や
場
合
に
ょ
っ
て
は
金
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
は 

金
額
表
示
が̂

^

で
あ
る
の
で
す
べ
て
除
外
し
て
あ
る
。

.

近
世
前
邦
の
狀
態
は
、
た
だ
小
川
村
の
み
が
事
例
を
提
供
す
る
に
，す
ぎ
な 

い
。
そ
こ
で
は17 0
祿
期
に
は
男
子.1

年
•三
分
前
後
の
給
金
が
、
享
保
期
に
は
一 

兩
に
な
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
は'̂均
.一
一
雨.に
ま
で
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
判.
 

る
。
女
子
は
男
子
の
ほ
ぼ
半
分
で
あ
る
が
、
！

^

の
經
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。

1

方
他
の
村
の
場
合
は
、
年
代
が
後
半
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
.
男
子
の
場

三
.
田
學
會
雜
餘
ぺ
第
芤
十
卷
ン
第
裹
^

^
 

-

一

三

(
：「

七
〇
>

•
 

.

-
 

.

.

.ン

.

第2表 仕 着 の 支 給
- ■ ■ ■ . ■ .

第1表 平 均 傾 向 線

•w
0>大技村.ぃ- 

⑩酋代衔’
® 傍示堂^ - ニ— .

© 大 酣 一 .

S I N  す。

性 別 ' , 3  . . . . 女  .

分 : く 類 ナ.、ン 衣 讀 、余 錢 tl* ナ シ 衣 類 .金錢 th

小 川 村 11 27 ^  1 89 20 20

大 枝 村 7 14 21 3 10 13

薄 : 谷 村 9 19 5 33 • 4 7 1 12

へ 大 麻 生 村 . 9 1 10 4 6 9

太 甶 狀 19 19 19 7 26

傍 示 堂 村 26 26 10 11 21

染 谷 村 .8 8 7 7

藤 代 宿 15 6 21 12 5 2 19

計 104 67 6 m 59 65 3 127

變
化
が
み
ら
れ 

る

.0
七
闸
か
ら 

明
治
初
年
に 

は
十
二
雨
に
ま 

で
急
騰
し
て
居 

。
■り
、
變
動
の
激 

^

し
さ
を
物
語
つ 

て
て
い
る
。

.

.さ

.

さ
て
、
.奉
公 

I

人
に
支
給
さ
れ 

を
る
も
の
は

、
こ 

64

.
の

給
^.
の

他

に 

_

仕
着
、
或
い
は 

印
.
衣
束
と
稱
さ
れ 

欲
る
も
の
が
あ
つ

W % 奴 ± a  n i i  
和:...永 政 十 ..化 政 保 ，十 本 ' M
七 /_A ‘.ニ ニ 玫 七 三 元 一 保 .三' K- 
年 .•年 年 年 i)v年 年 .年 - 年 年

の
は
何
故
だ
ろ
ぅ
が
。

こ
れ
は
、
前
期
の
.例
が
小
川
村
一
力
村
に
限
ら
れ
て
い 

る
事
か
ら
來
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
そ
の
小
川
村
に
お
い
て
も
、 

慶
安
以
後
の
傾
向
線
は
上
昇
し
■
ヰ
て
居
り
、
低
い
ど
は
言
え
そ
の
中
で
は
や 

は
り
他
村
と
麗
の
傾
向
を
有
し
て
い
だ
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
急
騰
し
た
®

や
世
上
の
混
亂
に
比
例
じ
て
奉

I —

-

-

-

--

-

-

-1

—

.

—

 I 

■
公
人
賃
銀
の
上

•

計

20
13
12
9

26
21
7

19
12

に
も
か
な
り
の

た
。
尤
も
こ
れ 

は
す
べ
て
の
場

近
世
陳
東
に
ぉ
け
る
農
村
寒
公
人*

銀
の
.硏

究
.

二

三

:
(

一
七
一)

が
大
き
い
が
、
全
體
と
し
て
の
動
き
呔
よ
り
不
明
瞭
で
あ
る
。

總
じ
て
言
え
ば
、
奉
公
人
に
よ
る
偏
差
は
意
外
に
小
さ
く
、
多
く
の
村
で
そ 

れ
ぞ
れ
の
平
均
給
金
額
の
算
出
が
可
能
で
あ
り
、
傾
向
線
を
示
す
こ
と
も
で
き

.
 

る
。

た
だ
大
麻
生
村
、

太
田
村
の
如
く
そ
れ
が
■不
可
能
な
程
偏
差
が
著
し
い 

村
、
或
い
は
染
谷
村
の
如
く
資
料
が
少
い
た
め
不
可
能
な
村
も
あ
る
。

'£
世
後
期
に

つ

べ
い
て
、
，
こ
れ
ら
の
傾
向
線
を
，た
.
.ど
る
こ
と.
が

.可

能

な

四

力

村
 

と
、
更
に
そ
の
總
平
均
傾
向
線
を
み
る
>

、
四
ヵ
村
と
も
ほ
ぽ
同

一

の
經
過
を 

た
ビ
つ
て
.い
る
こ
と
が
判
る
。
往
目
す
べ
き
は
村
に
よ
る
偏
差
が
次
第
に
縮
小 

し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
、
.：
幕
末
期
の
混
亂
が
始.る
直
前
に
は
男
子
で
四
爾.ニ
分
乃 

至
五
雨
、
女
子
が
ニ
兩
三
分
乃
至
三
兩
ー
分
に
集
中
し
て
居
り
、
で
の
時
期
に 

.

は
、
奉
公
人
の
雇
庸
が
慣
習
や
特
殊
の
事
情
を
離
れ
て
、
#
場
性
を
帶
び
て
來 

て
い
る
こ
と
が1

さ
れ
る
の
で
あ
る。

•

た
だ
前
期
の
唯I

.の
例
で
あ
る
小
川
村
と
、
篇
の
諸
村
と
が
逋
繫
し
な
い

. 

. 

. 

. 

.



三
田
擧
會
雜
認
：
.
第
五
：十

卷

第

三.號

.

.

'

合
と
は
限
ら
な
い.0
第
一一

表

は

請

狀

に

示

さ

れ

た

仕

着

の

.支

給

の

有

無

を

表

示
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
た•た
、
請
狀
に
仕
着
の
記
載
が
な
い
の
は
、
吏
給
さ
れ
な 

か
っ
：た
も
の
と
見
做
し
た
。
仕
着
を
仕
給
し
な
.い
旨
明
記
す
る
ハH

も
あ
る 

が
、
傲
か
一.
例
に
す
ぎ
な
い
。：
仕
着
の
大
部
分
は
衣
類
で
あ
り
、

'

一
年
間
に
、 

「

夏
駔
物
ー
っ
、
冬
袷
一
っ
、

」

又

はr

夏
冬
白
木
綿
ニ
反」

と
言
：っ
た
程
度 

で
あ
っ
た
。
金
銭
は
表
に
み
る
如
く
：稀
で
•あ
る
が
、.
金
一
一
分
程
度
で
.
あ

る

か
 

ら
>.
.
耠
金
の
一
割
前
後
で
あ
ろ
う0
男
子
と
.女
子
と
で
は
、
女
子
の
方
が
半
ば 

以
上
支
給
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
,'

男
子
で
は
四
割
鞋
度
で
あ
る
が
、
資
料 

の
數
が
少
い
か
ら
こ
れ
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
と
は
言
え
ま
い
。
一
 

仕
着
の
金
額®

は

不
.0
1

能
で
あ
る
が
、
金
銭
で
支
給
さ
れ
た
程
度
で
あ
つ 

た
と
す
れ
ば
、
奉
公
人
給
金
の
平
均
第
一
表
の
線
ょ
り
二
分
前
後
の
上
'
#
を
示 

す
で
あ
ろ
う:0
:
- 

」

.
'

.

で

は

何

故

仕

着

が

茭

給

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

か

.0
こ

れ

は

本

給

と

も
 

言
う
ベ
き
給
金
が
、
.
.奉

公

人

自

身

の

手

，
に

渡

ら

ず

、

.主
に
*̂

ま

に̂:
敬
わ
れ
<■ 

.

.い
る
た
め
、
奉
公
人
自
身
の
生
活
が
そ
：れ
だ
け
で
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
言 

う
事
情
に
よ
る
。
と
同
時
に
こ
れ
は
雇
主
と
奉
公
人
と
の
恩
惠
的
な
關
係
を
も 

示
す
も
の
で
あ
づ
た°

で
は
前
節
で
考
察
し
た
金
額
の
給
金
は
、
ど
の
樣
に
し
て

.支
拂
わ
れ
た
め
で, 

あ
ろ
ぅ
か
。
請
狀
は
之
に
つ
い
て
種
々
の
形
態
が
あ
つ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

第
一
は
、
人
主
が
身
代
金
を
雇
主
よ
り
借
用
し
、
そ
の
返
濟
が
完
了
す
る
ま

一

ニ

四

(
一

七
5

で
奉
公
が
續
け
ら
れ
る
型
。
：
.た
と
え
ば
次
の
如
き

1

於
で
あ
る
。

「
1

ふ
み
と
罢
子
糙
成
者
ニ
御
座
外
ニ
付
我
等
請
人
ニ
罷
立
當
寅
十
一
一
月
ぶ 

.

.
寰
ヶ
，年
季
之
御
奉
公
こ
差
置
申
處
實
芷
也
、
給
金
さ

^

は
叁
ー
M

-
相
定 

且
外
ニ
身
代
金
と
し
て
金
五
雨
借
用
仕
外
間
金
子
合
八
兩
只
今
錯
ニ

®

申
處
實
正
也
、

：

然
ル
處
右
金
子
之
內
五
兩
'ハ
御
奉
公
首
尾
能
相
勤
御
暇
被 

■ 

V

T
1/
J
.節
無
滯
立
金
仕
御
暇
請
可
申
事
、
且
衣
東
之
儀
ハ

直
冬
白
i

三
反 

:

可
被
下
外
事
'

:

• 

•

.

」 

右
の
例
で
は
、
ふ
み
の

|

年
間
の
給
金.三
雨
と
、
身
代
金
五
雨
合
計
八
雨
が
請 

狀
の
取
り
替
さ
れ
た
時
に.安
狒
わ
れ
、
五
兩
の
返
濟
が
一
年
後
に
行
わ
れ
、
.
奉 

公
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
五
雨
の
返
濟
が
完
了
さ
れ 

な
い
限
り
、
奉
公
人
は
主
人
か^
解
放
さ
れ
な
い
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
身
代 

金
は
村
に
よ
つ
て
は
立
金
と
も
稱
せ
ら
れ
て
.い
る
。

.

'

.

.

i?
.
一
一
は
こ
の
樣
欢
前
期
的
な
色
彩
の
薄
い
形
態
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
如 

き
場
合
。

■

「
一 .

此
幸
太
郞
と
申
男
震
者

if

御
座
外
二
付
我
等
請
人
ニ
罷
立
當
ニ
月
ぶ
來
.
 

串
ノ
ー j

月

一

一

日

迄

壹

ヶ

年

季

給

金

四

兩

三

分

 

一

I

相
定
メ
爲
取
替
金
貳
兩
贰 

分
威
朱
只
今I

®

御
奉
公
出
.シ
申
外
所
實
疋
也
、
殘
金
之
餒
者
相
勤
外
內 

三
度
ニ
可
被
下
外
、.若

御

意

入

：
不

申

外

ハ

、

.何
時
成
共
御
暇
可
被
下
冰
： 

給
金
1

定
次
第
二
急
度
差
上
ヶ
可_

>

、
如
何
樣
之
養
座
外
共
此
方'
 

御
暇
申
請
間
敷
咋
、
萬'1

無
據
義
ニ
篇
暇
申
請
外
ハ
、
以
增
金
可
申 

if

外
、
自
然
取
逃
欠
落
仕
外
ハ
、
其
騎
物
ハ
木
及
申
其
者
十
日
之
內
二
尋 

出
シ
相
渡
御
存
分
二'
急
度
埒
明
可_

外
、
尤
尋-

K

.
ハ

人

代

ヲ

立

可

申

外 

.事

.」

と
こ
で
は
身
代
金
的
な
も
の
.

は
何
等
存
在
し
な
い
。
そ
の
代
り
奉
公
人
の
雇
傭

(

驻
ー)

「

御
仕
着
之
儀
者
無
御
座
沐
ヒ̂
傍
示
堂
村
、29

-
5
-
2
4
)
。

.
 

四

賛

銀

支

狒：

の

形

態

.

分 類 ① ⑤ (D ④ 其ノ他 計

大 枝 村 24 10 34

薄 . 谷 村 29 15 1 45

大 麻 生 村 16 3 19

太 田 村 21 1 23 45

傍 示 堂 村 42 5 47

染 含 村 2 9 4 15

計 55 88 88 23 1 205

を
確
實
に
せ
ん
が
た
め
に
ょ
り
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
取
替
金
の
金 

額
.は
給
金
の
ほ.ぼ
半
分
で
あ
る
が
、
他
の
場
合
も
こ
の
程
度
が
多
い
。.
こ
の
型 

も
第
一
.
の
型
と
並
，ん
で
多
く
み
ら
れ
る
。
'
取
替
金
が
給
金
額
と
等
し
い
場
合、
.
 

卽
ち
請
求
の
取
，替
と
同
時
に
給
金
の
.全P

が
支
拂
わ
れ
る
の
が
第
三
の
型
で
あ 

る
。
請
狀
の
文
面
は
第
二
の
場
合
と
同
樣
で
あ
る
。

第
四
は
、.
質
物
奉
公
人
と
明
記
す
る
場
合
で
、
あ
る
額
：の
借
金
に
對
し
て
、 

奉
公
人
の
給
金
が
返
却
に
當
て
ら
れ
る
が
、
他
の
場
合
と
.異
つ
て
ニ
力
年
季
以 

上
の
長
期
契
約
で
：

一
年
锊
に
一
定
額
が
s

f

f
と

稱

せ

ら

れ

'
.
て

居

消

し

さ

-

-

-

-

-

-
-̂

-

-

-

--

-
れ
、
殘
り
が
あ
れ
ば
奉
公

fi
*

34
45
19
45
47
.1
5

20
5

を
切
り
上
げ
る
時
に
淸
算

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

M ,
す
る
と
言
ぅ

型
で
あ
る
。

ノ 

. 

'形たとえば五雨を借用

態

^

-

-

-

-
-

-
-
-̂

-

-

-

-

-

-
^

 

^

し
、
奉
公
人
の
年
季
ニ
年
、

形

.
④ 

2 

、

2

读

一

力

年

に

金

ニ

兩

宛

押

切

t

丨

-

o
 

5
 

31.
.
5

—

4|

叫

«
 

^

殘
り
は
年
季
明
け
の

嘟

⑧

1

1
 

B
 
^

時
に
相
濟
と
言
ぅ
樣
な
型

齡 

@

16
21
42
9

88
¥
 

.で
あ
る
。

.

.
 

そ
0̂

第
三
表
は
こ
れ
ら
の
種

表

;
 

J

幼
示
々
の
形
態
の
分
布
を
村
每

を

第

CD
,

緲
に
亲
し
'た
-0

藤
代
宿
、
小 

のI
.

川
村
は
不
明
で
あ
る
。
こ 

_

ニ
れ
に
よ
つ
て
、
最
も
多
い 

ふ
の
は
第
二
の
型
で
あ
る
こ 

:

.

と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う0

近
世
關
東
に
お
け
る
農
村
奉
公
人
賃
銀€>
.
研
究

し
か
し
薄
谷
村
に
は
こ
の
樣
な
形
態
は
一
件
も
な
く
、
身
代
金
に
よ
る
古
い
形 

態
が
最
も
多
い
。
大i

も
同
様
第
一
の
型
が
最
も
多
い
が
、
逆
に
傍
示
堂
、

太
田
、
大
麻
生
に
は
第
一
の
型
は
全
く
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
：
こ
れ
は
そ
れ 

ぞ
れ
の
村
に
よ
る
慣
習
の
差
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

歴
史
的
に
は
少
く 

と
:%

第
1

の

形

態

が

最

も

古

く

い

第

一

一

、

第

三

は

よ

り

新

し

い

形

態

.
で

あ

る

も 

の
と
思
わ
れ
る
。
資
料
が
少
く
、
そ
の
樣
な
移
行
を
明
確
に
示
ず
こ
と
は
で
き 

な
.い
が
、，
染
谷
村
の
瘍
合
、
第
一
の
身
代
金
を
設
定
す
る
形
態
は
、
寶
歷
年
間 

の
ニ
適
の
み
に
し
か
み
ら
れ
な
い

(

寶
曆
期
は
こ
の
二
通
の
み

)

の
も
こ
の
動.
 

き
の1

端
を
示
す
も
の
と
考.え
ら
れ
る
。

給
金
が
實
際
如
何
に
支
拂
わ
れ
て
い
る
か
、
ニ
三
の
給
金
帳
ぎ
ジ
い
.て
よ
り 

詳
細
に
搮
つ
て
み
よ
ぅ
。
ま
ず
薄
谷
村
の
場
合
、
.文
政
八
年
の
請
狀
に
次
の
如 

き
も
の
を
見
出
す
。
 

■

「
I

此
權
三
郞
与
申
男
糙
成
者
ー
御
座
冰
ニ
付
我
等
請
判
ニ
罷
立
當
酉
十
二
月 

■

ふ
來
ル
子
十
二
月
迄
中
三
年
季
二
相
定
申
外
、
爲
給
金
与
拾
壹
兩
壹
分
ト 

永
：七
拾
五
文
唯
今
不
殘
糙
受
取
申
所
實
正
也
、
然
上
ハ
來
ル
戍
年
分
爲
給 

金
与
3

兩
壹
分
貳
靠
引
落
可
被
申
外
、
殘
金
子
之
義
ハ
4n
£

l

i;
度
立
金 

仕
外
ハ
、.御
暇
を
御
出
可
被
下
外
、
若
其
節
金
子
調
兼
外
ハ
、
書
面
之
通
，
 

へ
.

リ
子
年
迄
御
奉
公
相
勤
可
申
外

…
…

‘(

後
略)

:

:

.

■

I 

ニ
ノ
宮
村 

'

.
人
主
又
右
衞
；

.司村

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

請
入
長
左
衞

ra
@

「

文
政
八
酉
年
十
二
月
 

一

：
：

,,
,
'

■
..
'

:

_

@

_..
.
.
.

」

. 

' 

.
、
要

P

;

殿

.

し

-

ニ五ハー七三

)



三
田
學
會
雜
誌
，
第
五
+
卷
第
三
：號

-a-

2

七
四)

右
の
文
書
'に
ょ
れ
ば
、
こ
の
霞
は
前
述
の
第
一
'
の
形
態
の
.

I

を

，
示

す

も

の 

で
あ
る
事
が
明
ら
：か
で
あ
名
。
若
し
ニ
年
後
に
三
雨
壹
分
戴
朱
を
引
い
た
殘
り 

の
七
兩
三
分
威
朱
を
返
却
し
な
け■れ
ば
子
年
ま
で
奉
公
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
.で
あ 

る
。
こ
：の
金
融
關
係
は
勿
論
人
主
三
野
宮
村
又
右
需
と
要
藏
と
の
間
に
取
結 

ば
れ
.て
い
る
。
そ
れ.で
は
寧
公
人
の_
.

1ー
郞
は
ー
：切
金
錢
を
受
取
ら
な
：か
づ
た 

の
で
：あ
ろ
ぅ
か
。.薄
谷
村
に
.殘
る
給
金
帳(

文
政
十 

一
$

.
?-
J
の
年
も
8

1 

郞
公
を
續
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て.い
る
。

. 

.

.

「

 

覺 

_ 

.

■'
,
-

子
ノ
正
月
廿
八
日. 

i

百
文

三
月
ー
ニ
日

一
W

文 

四
月
八
0'

一

！

s

文

.

四
月
十
八
日 

1

西

文
.

•

五
月
五
日
.

一
烕
百
文 

六

丹

十

五

日
‘

ー
贰
：0
文

か
し

,
癯

三

郞

.か
し同

■
人 

か
し 同

/
人

力
し同

人

力
し同

人

か
し

■

同

入

七
月
朔
日 

か
.し

I

苜

文

，

/

■'
.

同

ゝ

人
 

七
月
十
三
日 

か
し
：

I

金

貳

朱
'

.

同

人

.
七

月

廿

四

日
.

.

.

.か
し
.
.
.

一

同

人

九
^
九
日 

か
し 

一

百

文
' 

，
.
同

人
 

十
一
月
ナ
H

日

•

.
か
し

一

警

文
. 

同

入

.

/
金
豐
'分

七

百

六

拾

四

文J

冶
の
記
載
は
こ.の
權
三
郞
に
支
拂
わ
れ
た
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か 

し
請
狀
.に
よ
れ
ば
給
金
は
旣
に
三
年
分
前
渡
し
さ
れ
て
居
り
、
申
八
ム
人
と
の
間 

に
支
拂
わ
れ
る
べ
き
何
物
も
な
い
笹
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
こ
こ
に
記
載
さ
れ 

る
の
は
' 

奉
公
入
に
對
す
る
小
遺
錢
の.吏
給
で
あ
ろ
う
。
仕
着
や
食
事
は
興
え

ら
れ
て
.いる
が
、

こ
の
時
期
に.至
れ
ば
奉
公
人
と
じ
て
も
.一
文
の
胄
罾
な
く
し 

て
は
生
存
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
れ
故
雇
主
か
ら
は

「

か
し」

と
し 

て
百
文
、.1.1

百
文
と
.
い
ぅ
小
遺
錢
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

「

か
し」

は
お
㈱

 

返
濟
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
性
質.の
も
の
で
あ
る
。
返
濟
で.き
ね
ば
、.
翔
年
の
給
金
：
 

か
ら
差
引
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
奉
公
人
に
渡
さ
れ
る
こ
の
小
遣
銭
の
額
は
儿 

そ
金)

一
分
乃
至
ニ
分
程
度̂

あ
っ
た
が
、
場
合
に
ょ
っ
て
は
請
狀
に
次
の
如
く 

記
載
さ
れ
.で
.い
る
0

r

 

.一
 

此
新
兵
衞
と
男
我i

存
知
愦
成
者
二 ^

1
1

人
人
主
ニ寵
立
當
酉
暮
ぶ
來.
 

戍
暮
迄
ー
季
之
御
奉
公
ニ
差
出
申
外
所
實
芷
ニ
御
座
外
、

f

金
之
義
者 

H

一
兩
壹
分
ニ
相
定
爲
取
替
与
貳
分
只
今
御
渡
被
下
糙
二
受
取
申
外
、
残
而 

贰
兩
三
分
者
來
年
中
に
追
々
當
人?
御
渡
可
被
下
窖
ニ
御
座
外
■

」 

卽
ち
取
替
金
の
外
は
、
奉
公
人
へ
.追

々
双
す
の
で
あ
る
か
ら
、
奉
公
人
と
し
て 

は
小
遣
を「

か
し」

.
と

し
て
受
取
石
宓
要
も
な
か
っ
た
。
從
っ
て
こ
の
樣
な
第 

ニ
の
形
態
に
あ
っ
て
は
雇
用
は
多
く
の
場
合
一
年
間
で
、
前
に
擧
げ
た
樣
に
長 

期
の
場
合
は
、
第
一
、
四
等
の
形
態
に
多
い
の
.で
あ
る
。
 

.

大
麻
生
村
の
給
金i

は
更
に
興
味
深
い
。1

例
を
擧
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ 

る
。

.

「

文
化
十
二
乙
亥
極
月 

一
金
壹
兩
也 

ー金三分

;.
:
、

一

金

壹

分■
一
金
壹
分
：

一
金
壹
兩
四
百
五
拾
贰
文 

―-
:
金

壹

分

藤

助

か

し.

M

斷
 

同

斷
.

，
暮

廿

七

日

.
か

し 

同
日
下
鄕
々
取
分
か
し 

廿
九
日
か
し

一
金
壹
兩
也「

.
•晦

日

夜

か

し
.

X

四

兩

贰

分

四

百

五

拾

咸

文:

一
外
嶽
分
三
苗
五
拾
ぶ：
' 

ニ

度

ニ

.
か

し 

■

.都
合
四
兩
三
分
八
百
四
文.

;

內
.
-

金

威

兩

ハ
.
取
替
金
渡
ス
；

：

，

/

«

兩
三
分
八
西
四
文
極
月
か
し

. 

.

亥

暮

子

極

月

迄
：

.

'
 

. 

.

:

.

牛
？-
、

(

金
35
.

一：-

金

威

兩

壹

分

威

朱

パ

 

' 

給

\ 

□

內 

つ
.
.

 

I

〉

.

金

蔷

也

' 

.

-

金
蜜
分
i

也 

：
.
下
0

3

.

'
 .

;

'

t
r 

:
 

; 

•

ダ

.

亥
三
月
.

"

.

一■
米
贰
俵
へ
.

.

.

•:
■

:

代

金

三

分

六

西

八

十

四

文：
：

.'
;

•

:

.
九
□

□
:

利
貳
朱
百
洽
四
文
，

 

寡
迄
□

口

.

.

1
70

利X

三
分
贰
朱
八
百
贰
文 

.外
先
ニ
出
.丨
:

:
'

«

兩
三
分
八
.酉
四
文
が
し
.

■

都

合

，

.

亥
-®

月

改
：

.;

.

.

,

.

一
金
三
兩
三
分
七
百
五
十
四̂

y
.

か

し

.

右
之
通
相
違
無
御
座
外
、.當
介
來
赴
之
身
代
を
以
ー
兀
利
急
度
返
進
可
仕
外
、

近
，世
關
東
に
お
け
る
：農
村
寒
公
人
賃
銀
の
研
究

爲
後
日
1

昂

形

仕

外

以

上
-

.

く

請

人

利右衞鬥⑩

.

,

當

借

主

.
藤 

肋 

子
正
月
士
一
日
改

.
い
：
.

' 

.

.

.
善
，

. :
兵
' 

衞

殿

去
暮
殘
リ
藤
介
分'
: 
'

1

H
兩
三
分
七
百
五
拾
四
文
先
ビ
出
し 

.利
三
分
百
四
十
九
文’子

年

分

，

ー

贰

分
■•

子
十
二
月
か
し 

.

:利
六
百
七
十
七
文.
.
.同

斷

：
'

.1

一

壹

分
,:
.

.同
七
月
か
し
. .

:

利
百
九
十
五文

：.  

' 

同

斷

.

■

■
.

.
:

1.

戴
朱 

子
暮
か
し
，
.

■

元
利
/
五

雨

贰

分

棄

八

拾

三

文

，

:.
.內

壹

分

贰

朱
::
く
子
給
金
下
り
分
渡

.

.

..

引
/
:五
兩
壹
分
八
拾1
1ー
文
1 

' 

,
子
暮
攻
か
も 

'  

'
外

貳

朱
.

:
時
か
し
：
.
:
.
.

-  

I

壹
分
威
朱
四
百
七
拾
贰
文 
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米
壹
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五
日
か
し
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か
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,1.

貳
分
也
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吼

廿

五

日

同

入

か

し
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ロ

ロ
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渡
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都
合
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兩
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文
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年

分

一
金
；四

兩

ニ

分
.

-

年

分

藤

助

給

金」

.
 

月
五
日
除
殘
：日

三

百

三

十

八

日

勤

分

ゾ
^

バ

.

.

.六
拾
日
拔
宇
間
分.

'瓷
人
モ
付
永
拾
威
文
七
分
壹
り
ん.

內永七苜六十戴文六分‘

拔手間分

 

,

引
/

三
/

六
百
三
拾
七
文
四
分' 

同

人

勤

日

本

給

.
：

此
金
三
兩
贰
分
贰
朱
七
百
六
十
贰
文
取
替
金

壹

分

贰

朱
•

'

;

下
り□

 

」 

こ
の
記
載
を
長
々
とi

し
た
の
は
、
奉
公
入
給
金
が
如
何
に
巧
妙
に
搾
取
さ
.
 

れ
、
そ
れ
を
利
用
す
る
.こ
と
に
ょ
つ
て
雇
主
が
安
價
な
勞
働
力
を
用
ぅ
る
こ
と 

が
で
き
た
か
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
卽
ち
第
一
年
度
の
文
化
十
二
年
十
一
一 

月
に
こ
の
雇
主
は
奉
公
人
藤
助
の
雇
用
に
際
:L

て
取
替
金
®

を
支
拂
っ
た 

が
、''
'
實
際
に
は
こ
の
他
に
戴
兩.三
分
八
百
四
文
が,「

か
し」
と
し
て
茭
拂
わ
れ 

て
い
る
。.
藤
助
の
耠
金
は
半
季
奉
公
で
年
額
ニ
兩
ー
分
一
一
朱
、
取
替
金
を
差
引 

け
ば
撤
か
ー
分
ニ
朱
が
殘
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ニ
兩
以
上
の

「

か
し」

は 

別
途
.か
ら
返
濟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
樣
に
最
初
か
ら
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ

.が
、
そ 

の
前
年
度
に
藤
助
は
別
に
米
成
俵
を
借
り
て
居
り
、
そ
の
利
足
と
共
に
か
し
金 

はn

雨
.三
分
七
百
五
十
四
文
で
あ
っ
た
。
更
に
そ
の
年
度
に
お
い
て

'「

か
し」 

は

ー
-1
1
1分
ニ
朱
を
增
し
、
こ
れ
に
年
度
當
初
の

「

か
し」

と
そ
の
利
足
、
新 

た
に
生
じ
た「

か
し」

：'
に
對
す
る
利
足
を
加
え
て
六
兩
权
上
の

「

か
し」

に
增 

大
し
て
い
る
。
給
金
の
殘
り
ー
分
ニ
朱
で
は
勿
論

「

か
し」

■の
利
足
分
に
も
な 

ら
ず
、
篇
第
一
年
度
の
終
り
に'は
六
兩
•一
 

分
五
百
五
十
九
文
と
な
っ
て
い
る
。

八

(

，一
七
六)

そ
し
て
.
.藤
助
は
こ
.
の
返
濟
の
た
め
更
に
一
年
奉
公
を
し
、
そ
の
取
替
金
三
兩
一 

分
餘
を
こ
.のT

か
しi

:

か
ら
引
き
、
ニ
兩
三
分

一 .1

朱
六
百
四
十
五
文
の
借
主
と 

し
て
奉
公
を
續
け
ね
ば
な
ら
ぬ
，の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
際
の
給
金
の
取 

り
決
め
.に
：當
っ.
て

は

極

め

：て

嚴

格

な

亂

算

が

な

さ

れ

て

い

る

。
.
，
そ

れ

は

も

は

や
 

，
竿
季
奉
八
A

で
は
返
濟
の
で
：き
ぬ
こ
の
奉
公
人
は
一
季
奉
公
と
な
る
の
で
あ
る 

が
、.•一

.

力
月
に
五
日
は
恐
ら.ベ
自
ら
の
.家
の
仕
事
の
た
め
に

「

拔
手
間」

と
な 

る
。.
こ
'れ
を
給
金
.四
兩
二
分
か
ら
、

一
日
永
十

i
T

文
餘
の
割
で
列
き
去
り
、
結 

局
三
兩
ー1

分
餘
、が
亥
給
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
年
度
が
半
季
奉
公
で
ニ
兩
一
 

分1

ー
朱
の
給
金
で
あ
ふ
事
を
考
ぇ
る
と
、
こ
の
樣
に
借
金
を
背
負
っ
た
奉
公
、 

が
不
利
な
條
件
で
雇
用
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
史 

料
は
と
こ
で
終
っ
て
い
る
が
、
奉
公
人
の
借
金
は
三
南
近
く
あ
り
、
こ
れ
に
反 

.
し

て

給

金

の

殘

り

は

.
一

分

ニ

朱

に

す

ぎ

な

い

。
.
恐

ら

く

こ

の

奉

公

人

は

こ

の

後
 

•何
年
間
か
を
偕
金
と
利
足
の
た
め
に
、
し
か
も
安
い
價
格
で
雇
わ
れ
續
け
な
け 

れ
ば
な
ら
な
か：

っ
た
で
あ
ろ
ぅ
と
思
わ
れ
る.の
で
あ
る
。

こ
の
樣
に
請
狀
の
上
で
は
身
代
金
を
返
却
し
て
ー
年
間
の
奉
八
ム
を
終
ぇ
る
事 

が
書
か
れ
て
い
て
も
、
.
實
際
に
は
長
年
，に
亙
っ
て
奉
公
を
續
け
ね
ば
な
ら
ぬ
場 

合
は
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
ぅ
。
特

に

「

か
し」

に
利
足
が
附
加
さ
れ 

る
場
合
、
前
例
で
は
三
雨
三
分
七
百
五
十
四
文
の
，

「

か
し」

に
對
し
て
、

一
年 

間
の
利
足
は
三
分
百
四
十
九
文
、
卽
ち
約
.二
割
の
利
率
で
あ
る
が
、
返
濟
は
非 

常
に
®

で
あ
つ
た
.と
思
わ
れ
る
。

■ 

:

'

•

- 

■ 
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第4表 奉 译 人 年 季 （8 力村合計)

年 代
1 年 
以內

1 年 
以上

2 年 
以上

3 年 
以上

4 年. 
以上

6 —— 
10年 計 平均

廣舍4年一延寶3年
人 人 A 人 人

1
人

2
人

3
年

6.8

延寶4 年一元祿13年 4 2 2 1 9 3.4

元祿14年一享保10年 8 16 4 , 4 31 2.2

享保!！年ー寬延3 年 1 4 5 1.8

寶曆元年一安永4 年 21 5 1 27 1.3

安永5 年一寛^：̂年 19 20 39 1.5

享和宂竿一文政8 年 1 55 8 1 60 1.1

文政9 年一嘉永3 年 2 84 3 2 1 92 1.1

嘉永4年— 明玲4年 2 24 4 4 3 37 1.6

訐 5 212 58 14 10 4 303 1.5

の
樣
な
變
化
が 

單
に
奉
公
人
給 

金
の
上
昇
で
あ 

.る
と
す
る
な
ら 

ば
、
，
奉
公
人
に 

.
と
っ
て
は
非
常 

に
有
利
な
條
件 

で
あ
る
士
言
わ 

• 

0
ね
ば
.な
ら
な 

轉

.い

0,

し
か
し
こ 

^

の
こ
と
は
如
何 

除
な
る
見
地
か
ら 

終
し
て

も

容
認
し 

ヰ

え

な

.い
で
あ
ろ 

.
似
ぅ
。

1

ぼ 

年
に
檢
討
さ
れ
て 

い
る
如
き
激
化 

す
る
農
民
層
分

言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
米
價
や
一
般
の
®

も
元
祿
以
前
と
化
政
期
と
を
比
較
す 

れ
ば
確
：か
に
上
昇
し
て
い
る
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
こ
の
奉
公
人
給
金
程
の
大
き

|

 

年
6.
8

3.
4

2.
2

1.
8

1.
3

1.
5

1.
1

1.
1

1:
6

^

 

.
I f
! ?

わ
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
若
し
こ

ニ

九

(

一
七
七)

(

驻
丨
四
> 

雜
谷
村
文
書
—1
萬
覺
帳」

(

3
0
|
9
丨
3)

。
 

'

(

註
五)

大
麻
生
村
文
書
、
天
保
八
年
。
 

:

•
 

S

六)

同
.、
文
化
十
三
年
..

「

泰
公
人
給
金
覺
帳」

.

五むすび

'

-

.

以
上
史
料
に
卽
し
っ
っ
奉
公
人
の
給
金
額
、
支
狒
の
實
際
な
ど
に
っ
い
て
觀

•

'

. 

察
し
て
来
た
。
取
扱
い
得
た
資
料
が
少
數
で
あ
る
た
め
、
早
急
な
結
論
は
愼
ま 

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
得
ら
れ
た
結
果
を
整
理
し
て
■み
ょ
ぅ
。

.

本
稿
で
取
扱
っ
た
奉
公
入
は
、
す
べ
て
所
謂
年
季
奉
公
人
で
あ
る
。
江
戸
時 

代
の
農
村
奉
公
人
に
は
こ
の
他
譜
代
奉
公
人
、
日
雇
人
な
ど
が
あ
る
が
、
こ

れ

.
 

ら
に
っ
い
て
は
觸
れ
得
な
か
っ
た
。
.こ
の
時
期
の
奉
公
の
形
態
か
ら
言
え
ば
、.. 

初
期
の
宇
作
地
主
に
み
ら
れ
る
譜
代
奉
公
人

—

長
年
季
奉
公
人— 
>短
年
摩
奉
公
，

 

人
と
言
ぅ
系
列
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
賃
銀
と
は
直
接
關
係
し
な
い
が
、 

奉
公
人
の
契
約
年
數
に
っ
い
て
、
.取
扱
つ
た
！

|

狀
を
■
理
員
^
し
て
みる
と

第 

四
表
の
如
く
で
あ
る
。
.
こ
れ
に
ょ
っ
て
、
70

祿

.

.

.
享

保

期

を

境

に

長

年

季

の

奉
 

公
人
は
姿
を
消
し
、
十
九
.世
紀
に
は
殆
ん
ど
の
奉
公
人
が
一
年
季
と
な
っ
て
い 

る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

'.

一
年
季
で
あ
っ
て
も
、
實

質

的

に.
 

は
何
度
か
更
新
さ
れ
、
:'

長
年
季
に
な
っ
て
い
る
も
_の
も
少
か
ち
ず
存
在
す
る
事 

に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

：

と
こ
ろ
で
こ
の
様
な
長
年
季

—
>

 

短
年
季
の
變
化
は
、.給
金
額
に
お
け
る
變
化.

と
比
例
し
て
い
る
事
に
氣
付
く
。
一

 R

祿
M

前
に
'は

八

年

季

で

一

一

南

、

―-■

年

にI 

.
 

分
程
度
に
す
ぎ
な
か
、っ.た
も
の
が
、
享
保
期
に
は

1
1

年
季
で
ニ
雨
と
な
り
、
化 

政
期
で
は
：一
年
季
で
四
兩
と
な
.っ
て
い
る
。
こ
れ
は
單
純
に
年
季
奉
公
人
の
賃 

.銀
が
上
得
し
た
と.割
り
切
.っ.
て
し
文
ぅ
.に
.は

餘

り

に

も

大

，き

な

變

化

で

あ

る

と

，

近
世
關
東
：に
ぉ
け
る
農
村
奉
公
人
賃
銀
の
硏
究
.
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化
の
內
に
、
又
、.年
季
奉
公
人
の
最
大
の
雇
傭
主
で.あ

つ

.
た

手

作

地

主

の

寄

生
 

地
主
化
の
內
に
、
我
々
は
農
村
奉
公
人
の
繁
榮
を
可
能
な
ら
し
め
る
如
何
な
る 

.甚
盤
を
.も
見
出
す
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
.こ
れ
は
奉
公
人
給
金-
 

を
. そ
れ
ぞ
れ 
の
水
準
に
定
め
る
條
件
の
質
的
な
變
化
で
あ
る
と
斷
ぜ
ね
ば
な
ら 

ぬ
。一

兀
祿
以
前
に
お
け
る
手
作
地
主
の
存
在
形
態
が
要
求
し
た
：長
年
季
、
低
額 

_の
給
，金
の
結
果
得
ら
れ
る
勞
働
力
で
ば
、
近
世
後
期
の
地
主
の
必
要
を
滿
し
え 

な
か
つ
た
。
又
、
前
期
に
お
け
る
農
村
人
口
增
加
の
画
力
は
、
後
期
に
は
.む
し 

ろ

農

村

に

お

け

る

®

人

ロ
の
停
滞
乃.至
は
減
退
へ
變
化
し
て
い
た
こ
と
も
^
 

慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い。

，
.

こ
の
樣
な
變
化
は
摘
津
の
如
き
殳51%

帶
に
も
胄
を
み
る
。
武i
n

.上

.瓦
林 

村
の
地
主
岡
本
家
に
お
け
る
奉
公
人
：の
雇
傭
條
件
は
、
.
十
八
世
紀
前
半
以
前
に 

お
け
る
長
年
季
、
露

金

か

ら

、
十
八11
1：
紀
末
以
後
の
短
年
季
、相
對

的
な̂
 

金
の
上
昇
へ
と
變
化
を
み
せ
て
い
一
る
。

：

こ
こ
で
は

岡
本
家
は
前
期
に
比
す
れ
ば 

高
額
の
給
金
を
亥
拂
つ
て
な
お
手
作
を
續
，け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
經
營
は
旣 

に
生
穀
經
營
か
ら
商
品
作
物
ぺ
と
比
重
を
移
し
て
居
り
、

「

も
は
：や
、
劣
悪
な 

勞
カ
を
使
用
し
、.主
穀
經
營
に.停

滞

せ

る

律

進

地

型

經

營

の

.殘
存
形
態
で
は
あ.
 

り
得
な
い」

段
階
べ
進
ん
で
い
る
。
奉
公
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
段
階
で 

の「
一

年
季
奉
公
人(

又
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
 

一
一*
三
年
季
奉
公
人) 

及
び
日
雇
は
、
給
銀
の
不
當
に
安
い
長
年
季
の
者
と
本
質
的
に
區
別
さ
る
べ
き

. 

新
し
い
性
格
の
も
の
と
去
わ
ね
ば
な
ら
な
い

J

の
で
あ
る
。

從
つ
て
‘、
こ
の
給
金
の
變
化
は
、
た
だ
金
額
上
の
變
化
と
し
て
の
み
捉
え
る 

事
は
.で
き
ず
、
農
村
構
造
全
體
の
變
化
の
内
に
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
樣 

に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
故
に
、
若
し
給
金
の
高
低
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
，
同 

一
の
農
村
構
造
內
部
で
の
比
較
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
動
き

«
. 

•

='
.〇

.(

一
七
八)

と
、
®

の
變
動
と
を
比
較
し
て
、
奉
公
人
の
經
濟
狀
能
f

K

々
す
る
事
が
初 

め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
樣
に
考
え
•る
時
、
我
々
は
本
稿
で
取
极
つ 

た
諸
村
の
給
金
の
變
化
に.お
い
て
、
前
期
を
代
表
す
る
小
川
村
の
場
合
と
、
そ 

め
他
の
諸
村
の
場
合
と
が.連
絡
し
て
い
な
か
つ
た
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
同
じ 

奉
公
人
と
し
て
書
か
れ
て
い
て
も
、
奉
公
人
の
置
か
れ
て
い
る
經
濟
的
構
成
の

. 

相
違
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

 

•

.

こ
の
樣
に
.、
賃
銀
史
の
研
究
も
亦
、
他
の
す
べ
て
の
場
合
と
同
じ
く
常
に
全 

體
と
の
關
連
に
お
い
て
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
當
然
で
あ
る
。
ぼ
申
、
®

ま 

と
の
關
係
は
言
わ
ば
表
裏
の
關
係
に
あ
る
し
、
賃
銀
の
名
目
價
格
で
は
な
く
、 

的
な
水
準
を
知.る
た
.め

に

は

當

然

貨

幣

の

_

貿

力

も

知

ら

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
 

の
で
本
る
。
更
に
又
、
，
僅
か
八
ヵ
村
で
堀
東
農
村
を
代
表
し
う
る
と
は
考
え
ら 

れ

：

な
：：；

事

を

考

え

合

わ

せ

る

時

、

M
本

稿

の

如

き

は

全

.く
一

 

つ
の
序
說
以
上
の
何 

も
の
で
も
な
い
の' 
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
手
薄
な
こ
の
分
野
に
、

一
 

つ
の
資
料
は
提
供
し
え
た
と
思
う
。
又
、
第
.
一
節
で
.述
べ
た
樣
な
觀
點
か
ら
、 

S

.

•賃
銀
史
の
綜
合
的
な
研
究
も
開
始
さ
.れ
ょ
う
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ 

の
®

過
程
に
お
け
をI

石
と
し
て
の
意
味
は
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

(

註
.一)

今
井
林
太
郎
•
八
木
哲
沧
著『

封
建
社
會
の
農
村
櫸
造』

一
四
三
頁 

以
降
の
記
述
ょ
り
。

(
註
ニ)

同
書
、
：
一
五
八
頁
。

：

(
註
三)

同
#
、一.

五
八—

九
頁
。
：

〔

追
記〕
本
稿
は
ゝ
、
野
村
餘
太
郞
敎
授
指
導
の
下
に
行
ゎ
れ
た
昭
和
ー
ー
ー
十
.
三 

.
十1

年
度
文
部
省
科
學
硏
究
費
に
よ
る「

江
戸
時
代
に
お
け
る
物
價
及
び
賃 

，
..銀
の
研
究」
の
中
間
報
告
.の一

.

つ
で
あ
.る
。

近
世
村
落
形
成
期
に
' 

お
け
る
年
貢
負
擔
者
U

つ
：い
て

‘

 '

 

.
1̂

-武
州
多
摩
郡
連
光
寺
村

一

I

 
■

■

一

は

し
.

が

き
.
.
.
:

,

1.

一

年

！！貝
割
付
帳
と
納
庭
帳
に
よ
る
年
貢
負
擔
者
'

.三
年
實
負
擔
着
と

.貢
租
組
：
'

.

-

'

.

'

.

.

四
，年貢員擔

#

の
增
加
型
態
.

五
'
.
む

す
：：

妙

： 

'

一

は

し

が

き

•

(

1)

本
稿
は
さ
き
に「

近
世
村
叢
成
期
に
お
け
る
年
貢
に
つ
い
て

」

と
題
1>
て 

發
表
し
た
論
输
の
續
篇
で
あ
る
。
前
稿
で
は
封
建
領
主

(

主
に
旗
本
知
行
の
場 

合)

に
よ
る
年
貢
の
賦
課
收
納
の
型
態
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
.そ
の
際
、
，，
幕 

藩
體
制
下
に
お
い
て
領
主
對
農
民
の
支
配
關
係
な
ら
ぴ
に
生
產
關
係
が
具
體
的 

に
®

す
る
た
め
に
、
兩
者
钇
媒
介
す
る
中
間
項
と
，し

て

「

#」

が
存
在
ず
る 

襄
、
か
.ゝ

る
村
に
づ
い
て
は
近
世
領
主
の
法
的
性
格
を
公
的
支
配
權
に
基
づ
.く 

行
政
領
主
と
規
定
し
得
る
事
か
ら
、：
領
主
の
支
i s
—

造
に
つ
.ら
な
を
限
り
に
お 

い
て
、
村
の
性
格
と
機
能
を
行
敗
村
落
と
規
定
し
て
分
析
を
進
め
た
。
本
稿
は 

村
と
個
々
の
百
姓
の
間
に
お
げ
る
年
貢
の
賦
課
納
入
に
.つ
い
て
考
察
し
よ
ぅ
と

:

近
世
村
落
形
成
期
に
お
け
る
年
貢
負
擔
者
に
つ
い
て

.

安
.：

V

 

'澤
' 

:
•

秀

：
.！

.す
る
も
の
で
あ
っ
て
、.襲
に
意
圖
す
る
所
は
次
の
樣
な
點
で
あ
る
。
個
々
.の 

百
姓
は
村
を
媒
介
と
し
て
領
、
3£
.と
支
@3

關
係
な
ら
び
：に
生
|

係
に
お
か
れ
る 

の
で
あ
っ
て
、
村
が
個
々
の
百
姓
ー
に
對
し
て
行
ふ
年
貢
の
賦
課
收
納
は
行
政
村 

.
落
の
機
能
と
し.て
行
は
れ
る0,
と
こ
ろ
で
、：
村
は
行
政
村
落
で
あ
る
と
同
時
に 

生
活
共
同
髖
と
し.て
の
面
を
有
し
て
ゐ
る
。.つ
ま
り
行
政
村
落
と
い
ふ
#
內
で 

.封
建
地
代
の
鹿
實
の
擔
ひ
手
と
な
る
百
姓
は
公
的
な
年
貢
負
換
#

で
あ
る
と
同 

時
に
、
生
活
共
同
體
.の
成
員
と
し
て
自
己
な
ら
び
に
共
同
體
の
生
產
な
ら
び
に 

再
生
產
に
關
與
し
て
ゐ
る
め.で
あ
る
。
從
つ
て
公
的
な
年
貢
負i

と
し
て
の 

面
と
共
周
體
成
員
と
し
て
の
面
が
ど
の
樣
忙
相
互
規
定
を
渗
透
さ
せ
乍
ら
、
近 

世
村
落
の
形
成
に
い
か
な
る
役
割
を
果
し
.て
.ゐ
る
の
か
'を
、
具
體
的
に
追
求
し 

.
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
_で

史

料

の

分

析

に

入

る

前

に

.

.
ー

H

述
べ
て
お
き
た
い
事
柄
、が
あ
る
。

本

稿

で

主

、
に

利

用

す

る

史

料

は

前

稿

と

同

.1

:
く
武
州
多
摩
郡
連
光
寺
村
の
富
澤 

家
交
«-

で
あ
を
が
、
個
.々
の
百
姓
に
對
す
を
年
貢
の
賦
課
_納
入
を
明
ら
か
に
す 

る
史
料
の
存
在
が.翁
治
年
間
以
降
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
た
め
、
前
稿
で
元
和

—

元 

祿
期
を
扱
っ
た
：の
に
對
し
て
、
•
.萬%

-
1
兀

祿
期
と
i

の
.ほm

後
半
期
に
限
ら

• 

三 

一.：

2

七
九)

A.
气 
s 

T
<t
-*
^
H
r
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ず
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t
r
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*- 
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